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「人権に関する意識調査」調査票

(お据罪iい)
この調査は、 20歳 以上の居住

あなたにこの調査票をお送 りさせ

いただき、その結果はすべて統計

の中か ら無作為に抽出 し、そのお一
人 として、

いただきま したが、この調査は、無記名で回答

に処理されますので、あ始たの

者

て

的

隆

用また、調査 目的以外には一切使

ださるようお願V しヽます。

しませんので、 日 頃のお考えを率直にご記入 く

(記入上のお願い)

この調査票は、お送 りした封筒に書かれてあるあて名のご本人が記入 して くだ さ

い。 (ご本人による記入が困難な場合は、御家族などがご本人か ら聞き取って代筆

して くださるようご協力をお願い します。)

なお、筆記用具の種類は何で も結構ですが、蛍光ペ ンや薄い色の色鉛筆などは

避けて くだ さい。

> お 答 えは、あなたご自身の判断で記入 し、あなたの考え、またはあなたの考えに

近いものにあてはまる番号の□に7を して ください。なお、選択肢の中で、「その

他 (具体的に :       )Jと ぁるものを選んだ場合には、下線が引かれた場

所に、その内容 を記入 して ください。

もし、あなたのお考えに近い答えがない場合は、空欄のまま、次の質問に移 つて

くだ さい。

> お 答えのV印 の数 (ご回答 していただく数)は 、各質問ごとに指示 してあ ります。

なお、ブFPの場所を間違った場合には消 しゴムや x印 などではっき りと消 して、

あらためてお考えの箇所にヤ印を付けて ください。

> ご 記入が終わ りま した ら、同封 した返信用封筒にこの調査票を入れ、投 函 して

くだ さい。 (切手は不要です。)
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【人権についての意識や考え方をおたずねします】

問 1)あ なたは、基本的人権は侵す ことのできない永久の権利 として、憲法で保障 され

ていることを知っていますか。 (7は 1つ )

ヤー

　
う
¢

□

□

知 っている

知 らない →間 2へ お進み くだ さい

問 1-2)【 問1で 「1知っている」を選んだ人のみ、お答えください。】
憲法で保障されている基本的人権のうち、あなたが日常生活の中で、特に

関心をもつているものはどれですか。(7は 3つまで)

□ 1 自 由権 (思想や学問の 自由、信教の自由、言論や結社の自Hl、F住  移 は
・職業を選ぶ 自由など)

□ 2 平 等権 (法の下の平等、男女両性の平等、選挙権の平等)
□ 3 生 存権 (健康で文化的な最低限度の生活を営む権利)
□ 4 教 育を受ける権利

□ 5 仕 事に就いて働 く権利

□ 6 働 く人が、団結 ・団体交渉 ・団体行動す る権利
□ 7 政 治に参加する権利 (選挙権、最高裁判所裁判官の国民審査など)
□ 8 裁 判を受ける権利

□ 9 そ の他 (具体的に :

□10 わ か らない

間 2)山 田県では、幅広い人権課題への対応や、よリー
層の人権尊重を踏まえた行政の

推進な ど、人権に関す る総合的な取組 を推進す るため、平成 14年 (2002年 )
3月 に 「山口県人権推進指針」を策定 し、これに基づき人権諸施策を推進 していま
すが、あなたはこの 「山田県人権推R4E指針Jを 知っていますか。 (v/は1つ )

１

　
う
“

□

□

知っている

知 らない →問 3へ お進み ください



門2-2)〔 間2で 「1知ってぃる」を選んだ人のみ、次の(1)と(2)にお答えくださ
い。】

(1)あなたが、山田県人権推進指針を知ったきっかけは何からですか。
(7はいくっでも)

(2)山 田県人権推進指針について、 どのように思いましたか。(7は 1つ)

１

２

３

４

５

□

□

□

□

□

研修会 も講習会

食警幣犀済震蚤ボ

ン ト (人権フェスティバル等)

県 ・市町のホームページ

その他 (具体的に t

□ 1 わ か りやすい

□ 2 共 感できる

□ 3 む ずか しくてわか りにくい
□ 4 も つと内容を充実すべき
□ 5 そ の他 (具体的に :

問 3)今 の山口県は、人権が尊重 された県になっていると思いますか。あなたの気持ち
に一

番近いものをお答えくださぃ。 (7は 1つ )

間4)あ なたは、今までに、ご自分の人権が侵害されたと思ったことがありますか。
(7は 1つ)

１

２

３

４

□

□

□

□

そう思う
どちらともいえない

そうは思わない

わからない

１

２

３

□

□

□

ある

ない

わからない
→間 5へ お進み くだ さい

→聞 5へ お進み くだ さい



問4-2)I間 4で 「1ある」を選んだ人のみ、次の(1)と(2)にお容えください。】
(1)あなたが侵害されたと思った内容はどのようなものでしたか。

(7はいくつでも)

□ 1 名 誉き損、侮辱

□ 2 果 力 ・虐待 (家庭内を含む)、脅迫、強要
□ 3 公 的機関や企業、団体による不当な扱い
□ 4 社 会福祉施設での不当な扱い

□ 5 瞥 察官による不当な扱い (犯罪や不法行為のぬれ ぎぬな ど)
□ 6 差 別待遇 (人種 ・信条 ・性別 ・社会的身分 ・心身の障害などによる不当

な扱い)

□ 7 地 域や職場などでの仲間はずれ (他人か らの悪 日、かげ日など)
□ 8 セ クシュアタレ・ハラスメン トやス トーカー行為
□ 9 プ ライバシーの侵害
□10 イ ンターネ ッ トによる人権侵害
□11 悪 臭、騒音等の公害

□12 そ の他 (具体的に : )
□13 な ん となく

□14 答 えた くない

(2)そ のとき、あなたはどうされましたか。(7は いくつでも)

□ 1 黙 つて我慢 した

□ 2 相 手に抗議 した

□ 3 規 、きょうだい、子 どもや規成に相談 した
□ 4 自 治会の役員や民生委員へ相談 した
□ 5 親 しい友だち、職場の同僚や上司に相談 した
□ 6 法 務局や人権擁護委員に相談 した
□ 7 県 や市町村の担当部署に相談 した
□ 8 弁 護士に相談 した

□ 9 筈 祭へ相談 した

□10 民 間団体な どに相談 した

□11 新 聞などの報道機関等に相談 した
□12 そ の他 (具体的に :



問 5)あ なたは、女性に関す ることが らで、
ですか。 (7は 3つ まで)

問題 があると思われ るのは どのよ うな こと

問題があると思われ るのは どのよ うな

【子どもの人権についておたずねします】

問 6)あ なたは、
ことですか。

子どもに関することがらで、
( 7は3つまで)

１

２

３

４

５

６

７

□

□

□

□

□

□

□

男女の固定的な役割分担意識 (「男は仕事、女は家事」など)を お しっけるこ
職場における採用時や昇進 ・昇格などの差別待遇
家庭内における配偶者に対する暴力 (酒に酔ってなぐるなど)
職場におけるセ クシャル ・ハラスメン ト
売春 買 春 (援助交際を含む)
政策や方針 を決定す る過程に女性が十分参画できない
内容 に関係 なく女性の水着姿、裸体等を使用 した広告 ・雑誌や写真、アグル
(成人向け)ビ デォ等
メールやインターネ ッ トで悪質な書き込みや嫌が らせを行 うこと

□ 8

□ 9

□1 0

□1 1

その他 (具体的に :

特にない

わからない

１

　

２

　

３

　

４

□

□

□

□

成績だけを気にかけている保護者がいること
食事や健康管理など、養育に本気で取 り組 まない保護者がいること
大人 (保護者)が 暴力や虐待を行った り、児童買春等を行 うこと
子 どもの意見を受けとめないで 自分の考えを押 しつける大人 (保護者)が いる
こと

大人が子 どもを 1つ の人格をもつた人間 として認めないこと
了どもに行害な情報 (暴力的な漫画、性描写の雑誌など)が あること
子どもの問でい じめが行われていること
メールやインターネ ッ トで悪質な書き込みや嫌が らせを行 うこと
その他 (具体的に :

□ 5

□ 6

□ 7

□ 8

□ 9

□1 0

□1 1

特にない

わか らない



【高齢者の人権についておたずねします】

問 7) あなたは、高齢者に関することがらで、問題があると思われるのはどのような
とですか。(7は 3つまで)

障害のある人や障害について人々の理解が不足 していること
働 ける場所や機会が少ないこと

就職、職場で不利な扱いを受けること

結婚問題で周囲が反対す ること

差別的な言動をすること

悪徳商法や財産被害など障害者が被害者 となる犯罪が増加 していること
アパー トな どへの入居が障害者 とい うだけで制限 され ること
スポーツ `文化活動 ・地域活動に気軽に参力口できないこと
施設等の受入れ体制が十分でないこと

交通機関、道路、店舗、公園な どの利用が不便なこと
一般社会や施設内において、ぃ じめや虐待にあ うこと
メールやインターネ ッ トで悪質な書き込みや嫌がらせを行 うこと

【障害のある人の人権についておたずねします】

問8)あ なたは、障害のある人に関することがらで、問題があると思われるのはどの
ようなことですか。(7は 3つ まで)

□ 1

□ 2

□ 3

□ 4

□ 5

□ 6

□ 7

□ 8

□ 9

□ 10

□ 1 1

□ 1 2

□13  そ の他 (具体的に :

□14  特 にない

□16  わ か らない

□ 1 経 済的に自立が困難なこと

□ 2 働 ける能力を発揮する機会が少ないこと
□ 3 悪 徳商法や財産侵害など高齢者が被害者 となる犯罪が増加 していること
□ 4 家 庭において看護や介護 をせずに、嫌が らせや虐待をすること
□ 5 病 院や養護施設において、嫌が らせや虐待をす ること
□ 6 高 齢者を邪魔者扱い し、つまは じきにす ること
□ 7 高 齢者の意見や行動を尊重 しないこと
□ 8 乗 物、建物などでバ リアフ リー (高齢者や障害者な どが、 日常生活や社会イL活 を

営む上での さまざまな障害を取 り除 くこと)化 が図 られていないこと
□ 9 ア パー トな どへの入居が、高齢者 とい うだけで制限され ること
□10 メ ールやインターネ ッ トで悪質な書き込みや嫌が らせを行 うこと
□11 そ の他 (具体的に :

一    )

□1 2  特にない

□1 3  わからない



問 9)山 田県では、県民一人ひとりが同和問題に対する正 しい理解を深め、主体的に取
り組むことができるよう、人権尊重の視点に立った教育 ・啓発活動を推進していま
すが、あなたは、同和問題の解決に関して、現在、どのような問題があると思われ
ますか。 (v/は2つ まで)

【同和問題についておたずねします】

１

２

３

４

５

６

７

８

９

□

□

□

□

□

□

□

□

□

偏見が残 つていること

差別的言動をすること

メールやインターネ ッ トで悪質な書き込みや嫌がらせを行 うこと
結婚問題で周囲が反対すること

就職、職場で不利 な扱いを受けること
えせ同和行為があること

その他 (具体的に:

特にない

わからない

間 10)あ なたは、同和問題の解決に必要なこ
(7は 2つ まで)

とはどのようなことだと思われますか。

□ 1 人 権教育 ・啓発広報活動を推進する
□ 2 住 民の利用しやすい人権相談支援体制を充実する
□ 3 え せ同和行為を排除する
□ 4 人 権問題について、自由な意見交換ができる環境をつくる
□ 5 そ の他 (具体的に 1
□ 6  特 にない

□ 7  わ か らない



【外国人の人権についておたずねします】

問 11)あ なたは、
ことですか。

外国人に関することがらで、
(7は 3つ まで)

問題があると思われ るのは どの よ うな

□ 1 言 葉や習慣な どが違 うので、社会に受け入れ られに くいこと (嫌が らせ を受
けること)

□ 2 住 宅を容易に借 りることができないこと
□ 3 言 葉が異なるため、保健 ・医療 ・福祉、防災、教育などの 日常生活に必要な

情幸Rが得にくv こヽと
□ 4 結 婚問題で周囲が反対す ること
□ 5 就 職、職場で不利な扱いを受けること
□ 6 選 挙など、制度面での制約を受けること
□ 7 病 院や公共施設等に外国語による表示が少ないこと
□ 8 じ ろ じろ見 られた り、避けられた りすること
□ 9 メ ールやインターネ ッ トで悪質な書き込みや嫌が らせを行 うこと
□10 そ の他 (具体的に :

□1 1  特にない

□1 2  わか らない

【感染症患者等(HIV感 業者 ・患者等)の人権についておたずねします】

問 12)あ なたは、感染症息者等 (H
題があると思われ るのはどのよ

IV感 染者 ・患者等)に ついてのことがらで、門
うなことですか。(7は 3つ まで)

□ 1

□ 2

□ 3

□ 4

□ 5

□ 6

□ 7

□ 8

□ 9

治療や入院を断ること

治療による薬害の被害を被っていること
結婚問題で周囲が反対す ること

就職、職場で不利な扱いを受けること
無断でエイズ検査をすること
差別的な言動をす ること
アパー ト等の入居を拒否すること
ホテル等での宿泊や飲食店への入店などを拒否す ること
メールやインターネ ッ トで悪質な書き込みや嫌が らせ を行 】

９

ヽ
ノ

こ と
□10  そ の他 (具体的に :

□11  特 にない

□12  わ か らない



【ハンセン病問題 (ハンセン病急者 ・元患者等)に ついておたずねします】

間 13)あ なたは、ハンセン病問題 (ハンセン病患者 ・元患者とその家族)に ついての
ことがらで、問題があると思われるのはどのようなことですか。(7は 2つ まで)

１

２

３

４

５

６

７

８

９

□

□

□

□

□

□

□

□

□

ハンセン病療養所の外で自立 した生活を営むことが困難なこと
差別的な言動をすること
ふるさとへの帰郷の問題等地域社会での理解が十分でないこと
アパー ト等の入居を拒否すること
ホテル等での宿泊や飲食店への入店などを拒否す ること
メールやインターネ ッ トで悪質な書き込みや嫌が らせ を行 うこと
その他 (具体的に :

特にない    ~~~~~~~~~一
―――一―一一 )

わか らない

【罪や非行を犯した人の人権についておたずねします】

Fr」1 4)あ なたは、罪や非行を犯した人が、罪をつぐなって社会の一員として立ち直ろ
うとする場合、どのような問題があると思われますか。(7は 2つ まで)

□ 1 更 正 した人たちに対する誤った認識や偏見が存在 していること
□ 2 就 職、職場で不利な扱いをす ること
□ 3 ア パー ト等の入居 を拒否すること
□ 4 結 婚問題で周囲が反対すること

□ 5 じ ろ じろ見 られた り、避けられた りすること
□ 6 メ ールやインターネ ッ トで悪質な書き込みや嫌が らせを行 うこと
□ 7 そ の他 (具体的に :

□ 8  特 にない

□ 9  わ か らない



問 15)あ なたは、プライバシーの保護に関することがらで、問題があると思われるの
はどのようなことですか。(7は 3つまで)

□ 1 個人情報の不正な取扱いや信用情報、顧客データー等を盗用
(紛失)す ること

・検流し・流出

□ 2 知 らない企業や団体か らダイ レク トメールが届いた り、訪間や電話に よる勧
誘 を受 けること

□ 3 イ ンターネ ッ トを介 して大量の個人情報が流出す る事件が多発 してい ること
□ 4 イ ンターネ ッ トの掲示板への書き込みや電子メールの書き込み
□ 5 自 分や家族のことについて、他人に言いふ らされ ること
□ 6 就 職や結婚などの際に、企業や調査機関等か ら調査 されること
□ 7 役 所への届出等で、直接関係のないことを書かされた り聞かれた りす ること
□ 8 公 的機関や企業において、 自分に関す る情報や資料を見せてもらえないこと
□ 9 事 件や事故など関係者のプライベー トな情報を公開す ること
□10  そ の他 (具体的に モ

□11  特 にない

□12  わ からない

問 16)「 インフォーム ド・コンセン トJ(治 療の目的や内容を納得できるように忠者に
説明し、了承を得て治療をすること。)が 患者の権利として重視されていますが、
あなたがこれまでに受けた医療機関の対応は、次のうちどれに近いですか。
(7は 1つ)

【その他の人権についておたずわします】

１
１

　

０
４

　

，
０

　

カ
■

　

●
ｐ

　

ａ
０

□

□

□

□

□

□

本人又は家族に対 して十分な説明を受けた
本人又は家族への説明がやや不十分であった
本人又は家族への説明に対 して不満を感 じた
特に説明を受けたことはない

その他 (具体的に i

わか らない、覚えていない



問 17)あ なたは、犯罪被害者についてのことがらで、問題があると思われるのはどの
ようなことですか。(7は 3つ まで)

１
■

　

つ
０

　

０
０

　

カ
■

　

●
υ

　

ｒ
Ｏ

　

，
イ

□

□

□

□

□

□

□

犯罪行為によって、精神的なションクを受けること
犯罪行為によって、経済的負担を受けること

事件のことに関 して、周囲に うわ さ話をされ ること
誉祭に相談 しても、期待 どお りの結果が得 られないこと
捜査や牙J事裁判において、精神的負担を受けること
,F」事裁判手続 きに、必ず しも被害者の声が十分反映され るわけではないこと
報道によってプライバシーに関することが公表 された り、取材によって私生
活の平穏が保てなくなること

犯罪被害者に対 して、職場 ・同僚 ・学校関係者な どの十分な理解が得 られな
いこと

捜査機関か らの犯罪に関する情報提供がなされないこと
メールやインターネ ッ トで悪質な書き込みや嫌が らせを行 うこと
その他(具体的に

特にない

わからない

□ 8

□ 9

□1 0

□1 1

□1 2

□1 3

【人権に関する取組についておたずねします】

8)山 田県では、「山田県人権推進指針Jに 基づき、人権に関する施策を総合的に推
進 していますが、あなたは、これまでに県又は市町が実施 した次のよ うな行事 (イ
ベ ン ト・研修会等)に 参加 した り、人権問題に関連 した記事等を見た り読んだ り
した経験があ りますか。 (7は いくつでも)

問 1

□ 1 人 権ふれあいフェスティバル等のイベ ン ト
□ 2 研 修会、講演会等
□ 3 県 や市町の広報紙、パンフレッ ト
□ 4 新 聞

□ 5 テ レビ ・ラジオスポ ッ ト
□ 6 人 権啓発映画、ビデオ

□ 7 街 頭啓発活動
□ 8 展 示物 (ポスターやバス車体広告、 」 R列 車内や駅舎広告等)
□ 9 官 公庁における懸垂幕 ・横断幕
□10 県 や市Hrのホームページ

□11 そ の他 (具体的に :

□1 2  特にない

□1 3  わか らない



間 19)あ なたは、今後、人権に関する取組として、
いけばよいと思われますか。 (7は 3つ まで)

どのよ うな条件整備に力を人れて

□ 1

□ 2

住民の人権尊重意識の高揚を図るための啓発活動を推進する (イベ ン トや講演
会、映画会の開催な ど)

人権に配慮 した行政の推進を図る (人権尊重の視点か らの業務の点検、見高 し、
適正な情報公開など)
公的機関や企業などの職場での人権研修の充実を図る
学校における教育活動の中で、人権教育の充実を図る
公民館な どの学習会場や学習機器の整備 を行い、地域社会における人椛教育の
充実を図る

相談機関等の情報提供など、家庭における人権教育への支援の充実を図る
住民の 自主的な人権学習会について、資料や文献、視聴覚教材等の支援 と広ヤR
宣伝活動の充実を図る

住民の利用 しやすぃ相談 ・支援体制の充実を図る
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□ 8

□ 9

□1 0
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その他 (具体的に ,

特にない

わか らない

問 20 )あ なたは、

な問題 を盛 り

人権に関わる課題 として、今後、
こむ必要があると思われますか。

「山口県人権推進指針Jに どのよう
(7はいくつでも)

□ 1 ス トーカー等に関す る問題
□ 2 環 境に関す る問題

□ 3 自 己決定権 (個人が 自分の生き方などについて 自由に決定する権利)に 関する
問題

□ 4 性 同一性障害や性的指向に関する問題
□ 5 フ リーターなど非正規雇用に関する問題
□ 6 そ の他 (具体的に :

□ 7 特 にない

□ 8 わ か らない



:麓猛舞督姦言薙癒
Oあ なたの性別は (7は 1つ )

男

女

□

□

Oあ なたの年齢は(平成20年 (2008年 ) 9月 1日 現在の満年齢)(7は 1つ )

□

□

□

□

□

□

1  2 0- 2 9歳

2  8 0 ～ 3 9 歳

3  4 0 ～ 4 9 歳

4  5 0 ～ 5 9 歳

5  6  t l - 6 9 歳

6  7 0 歳 以上

Oあ なたのご職業は (7は 1つ )

□ 1 農 林業者 (家族従事者 も含む)
□ 2 漁 業者 (家族従事者 も含む)
□ 3 企 業の経営者 ,自 営業者 (家族従事者 も含む)
□ 4 民 間の企業や工場 ・商店などに勤める人
□ 5 学 校の教職員 (大学 ・短大 ・専門学校 ・幼稚園 ・保育所を含む)
□ 6 医 療 ・保健 `福祉関係者 (医師 歯 科医師 ・薬斉1師 ・看護師 保 健師 ・介護福

祉士など)

□ 7 学 校 ・医療関係以外の公務員
□ 8 そ の他の専門職 ・自由業 (弁護士 ・公認会計士 ・宗教家 ・芸術家 ・各種師匠な

ど)

□ 9 臨 時職員やパー ト等
□10 主 婦 (大)(専 ら家事 ・育児をしている人)
□11 学 生

□12 そ の他 (無職な ど、上記以外の人)



■自由意見欄
さまざまな人権問題について、日頃から考えておられること、また、県や市町に対 し

てのご意見やご要望等何でも結構ですので、下記の欄に自由にお書きください。

～ 最 後までご協力ありがとうございました ～

同封の返信用封筒にてご投函 くださいますようお願いします。
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